
（23） （22）

受
付
で
き
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
の

で
、利
用
す
る
際
は
外
務
省
「
パ
ス
ポ
ー

ト
申
請
書
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
」
サ
イ
ト

（h
ttps

://w
ww.m

of
a.
go.j

p/m
of
a
j/

t
o
k
o
/
p
a
s
s
p
o
r
t
/
d
o
w
n
l
o
a
d
/
t
o
p
.

h
tml

）の
「
使
い
方
」や
「
ご
利
用
環
境
」、

「
マ
ニ
ュ
ア
ル
」を
確
認
く
だ
さ
い
。

※
従
来
ど
お
り
、
手
書
き
用
申
請
書
も

　

受
け
付
け
し
て
い
ま
す
。

問
合
せ　

市
民
課　

内
線
1
2
4
・


　

（
43
）６
４
７
３

日

本

赤

十

字

社

災
害
義
援
金
の
受
付

　

日
本
赤
十
字
社
埼
玉
県
支
部
幸
手
市

地
区
で
は
、
災
害
に
よ
り
被
災
さ
れ
た

方
々
を
支
援
す
る
た
め
、
義
援
金
の
受

付
を
し
て
い
ま
す
。
お
寄
せ
い
た
だ
い

た
義
援
金
は
、
被
災
地
に
設
置
さ
れ
た

義
援
金
配
分
委
員
会
を
通
じ
、
全
額
を

被
災
地
に
お
届
け
し
ま
す
。
皆
さ
ま
の

温
か
い
ご
支
援
を
お
願
い
し
ま
す
。

▼
受
付
中
の
災
害
義
援
金

・
平
成
30
年
７
月
豪
雨
災
害
義
援
金

受
付　

12
月
28
日（
金
）ま
で

・
平
成
30
年
北
海
道
胆
振
東
部
地
震

災
害
義
援
金

受
付　

平
成
31
年
３
月
29
日（
金
）ま
で

▼
義
援
金
箱
設
置
場
所

　

ウ
ェ
ル
ス
幸
手
社
会
福
祉
課
窓
口
、

　

幸
手
市
役
所
本
庁
舎
１
階
ロ
ビ
ー
、

　

市
内
各
公
民
館

※
受
領
証
が
必
要
な
人
は
社
会
福
祉
課

今

月

の

納

税

な

ど

国
民
健
康
保
険
税　
　
　
　
　

第
５
期

介
護
保
険
料　
　
　
　
　
　
　

第
５
期

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料　
　

第
５
期

※
口
座
振
替
を
ご
利
用
の
人
は
、
残
高

不
足
な
ど
に
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

▼
休
日
納
税
相
談

と
き　

11
月
25
日（
日
）午
前
８
時
30
分
～

　

午
後
５
時

と
こ
ろ　

納
税
課

▼
夜
間
納
税
相
談

と
き　

11
月
12
日（
月
）午
後
５
時
15
分
～

　

９
時

と
こ
ろ　

納
税
課

最
終
日
曜
日
市
役
所
開
庁

　

各
種
証
明
書
の
交
付
や
納
税
相
談
な

ど
を
行
う
た
め
、
毎
月
最
終
日
曜
日
午

前
８
時
30
分
～
午
後
５
時
、
市
役
所
の

一
部
を
開
庁
し
ま
す
。
11
月
は
25
日

（
日
）で
す
。
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

開
庁
窓
口　

市
民
課
、
保
険
年
金
課
、

税
務
課
、
納
税
課

※
詳
細
に
つ
い
て
は
、
各
担
当
課
へ

上
下
水
道
料
金
納
入
の
た
め

夜

間

窓

口

開

庁

　

毎
月
、
夜
間（
午
後
８
時
ま
で
）に
上

下
水
道
料
金
を
納
入
で
き
る
よ
う
第
２

浄
水
場
を
開
庁
し
て
い
ま
す
。
11
月
は

29
日（
木
）で
す
。
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　

水
道
管
理
課
☎（
48
）０
０
５   

　

０
・

（
48
）０
１
２
０

　

窓
口
ま
で
お
越
し
く
だ
さ
い
。

▼
義
援
金
受
付
状
況（
９
月
末
現
在
）

・
平
成
30
年
北
海
道
胆
振
東
部
地
震

災
害
義
援
金　

10
万
２
２
０
５
円

・
平
成
30
年
７
月
豪
雨

災
害
義
援
金　

32
万
６
７
３
２
円

・
平
成
30
年
大
阪
府
北
部
地
震

災
害
義
援
金　

７
万
４
７
３
６
円

※
平
成
30
年
大
阪
府
北
部
地
震
災
害
義

　

援
金
は
９
月
28
日
を
も
っ
て
受
付
を

　

終
了
し
ま
し
た
。
ご
協
力
あ
り
が
と

　

う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

▼
義
援
金
を
お
寄
せ
い
た
だ
い
た
団
体

　

な
ど（
７
～
９
月
受
付
分
）

・
上
高
野
少
年
サ
ッ
カ
ー
ク
ラ
ブ
様

・
八
社
崇
神
会
様

・
中
５
丁
目
２
区
自
治
会
様

・
ハ
ッ
ピ
ー
ハ
ン
ド
ハ
ウ
ス

サ
ロ
ン
木
ご
こ
ろ
様

・
長
倉
自
治
会
様

・
西
１
丁
目
自
治
会
様

問
合
せ　

日
本
赤
十
字
社
埼
玉
県
支
部

　

幸
手
市
地
区（
社
会
福
祉
課
内
）☎

　

（
42
）８
４
３
５
・
（
43
）５
６
０
０

育
児
休
業
者
の
保
育
所

入
所
事
前
申
込
（
予
約
制
）

　

育
児
休
業
か
ら
平
成
31
年
度
中
に
復

帰
す
る
場
合
の
、
保
育
所
入
所
事
前
申

込（
５
月
以
降
入
所
の
予
約
）を
受
付
し

ま
す
。

対
象
の
保
育
所　

幸
手
市
立
第
一
保
育

　

所
、
第
二
保
育
所
、
第
三
保
育
所

パ
ス
ポ
ー
ト
の
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド

申

請

書

の

受

付

　

外
務
省
の
「
パ
ス
ポ
ー
ト
申
請
書
ダ

ウ
ン
ロ
ー
ド
」
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
リ
ン

ク
設
置
し
て
い
る
Ｗ
Ｅ
Ｂ
入
力
フ
ォ
ー

ム
に
必
要
事
項
を
入
力
す
る
こ
と
で
、

Ｐ
Ｄ
Ｆ
形
式
で
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
が
で
き

ま
す
。
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
後
は
、
自
宅
な

ど
の
プ
リ
ン
タ
ー
で
印
刷
し
、
更
に
所

持
人
自
署
欄
な
ど
の
必
要
事
項
を
記
入

す
る
こ
と
で
事
前
に
申
請
書
を
準
備
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

用
紙
や
印
刷
の
状
態
に
よ
っ
て
は

対
象　

平
成
30
年
４
月
２
日
か
ら
平
成

　

31
年
４
月
１
日
ま
で
の
間
に
出
生
し

　

た
、
ま
た
は
出
生
す
る
予
定
の
乳
児

　

の
保
護
者
で
、
平
成
31
年
度
中
に
育

　

児
休
業
か
ら
復
帰
す
る
人

申
込
み　

12
月
10
日（
月
）～
15
日（
土
）

　

に
子
育
て
総
合
窓
口
に
申
込
書
を
提
出

※
４
月
分
の
入
所
申
込
と
一
緒
に
審
査

　

を
し
ま
す
。

※
申
込
者
全
員
が
入
所
で
き
る
と
は
限

　

り
ま
せ
ん
。

※
詳
細
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
い

　

た
だ
く
か
、
子
育
て
総
合
窓
口
に
お

　

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　

子
育
て
総
合
窓
口（
ウ
ェ
ル

　

ス
幸
手
内
）☎（
42
）８
４
５
７

乱
開
発
抑
止
一
斉
パ
ト
ロ
ー
ル

　

市
で
は
、
埼
玉
県
お
よ
び
圏
央
道
沿

線
の
15
市
町
と
連
携
し
、
圏
央
道
イ
ン

タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
周
辺
の
乱
開
発
抑
止
に

努
め
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
、
「
幸
手
市

圏
央
道
イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
周
辺
地
域

の
乱
開
発
抑
止
基
本
方
針
」に
基
づ
き
、

埼
玉
県
の
関
係
機
関
と
連
携
し
、
幸
手

イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
周
辺
の
乱
開
発
抑

止
一
斉
パ
ト
ロ
ー
ル
を
実
施
し
ま
す
。

　

市
の
緑
豊
か
で
美
し
い
田
園
風
景
の

保
全
の
た
め
、
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お

願
い
し
ま
す
。

と
き　

11
月
20
日（
火
）午
前
10
時
か
ら

問
合
せ　

都
市
計
画
課　

内
線
５
６
５
・

　

（
43
）７
６
５
６

☎

■
９
月
の
幸
手
市
内
の
消
防
出
動
件
数
／
救
急
車
出
動
件
数
２
２
２
件（
急
病
１
５
６
件
、
交
通
事
故
15
件
、
そ
の
ほ
か
50
件
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
火
災
発
生
件
数
０
件

　
火
災
と
救
急
は
１
１
９
番〔
火
災
発
生
時
の
お
問
い
合
わ
せ
は
☎（
42
）９
１
１
９（
幸
手
消
防
署
）〕

住
生
活
総
合
調
査
に
ご
協
力
を

　

12
月
１
日
か
ら
17
日
ま
で
の
間
、
住

生
活
総
合
調
査
を
行
い
ま
す
。

　

こ
の
調
査
は
、
住
生
活
の
安
定
・
向

上
の
た
め
の
総
合
的
な
施
策
を
推
進
す

る
う
え
で
必
要
と
な
る
基
礎
資
料
を
得

る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。

　

今
回
は
、
10
月
に
行
わ
れ
た
住
宅
・

土
地
統
計
調
査
に
ご
回
答
い
た
だ
い
た

世
帯
の
中
か
ら
一
部
を
選
び
、
全
国
で

約
12
万
世
帯
を
対
象
と
し
て
行
わ
れ
ま

す
。
対
象
と
な
っ
た
世
帯
に
は
、
ポ
ス

テ
ィ
ン
グ
に
よ
り
調
査
票
を
配
布
し
ま

す
の
で
、
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

問
合
せ　

平
成
30
年
住
生
活
総
合
調
査

　

事
務
局
☎
０
１
２
０（
４
６
７
）０
６
０

新
し
い
民
生
委
員
の
紹
介

　

10
月
１
日
付
け
で
、
つ
ぎ
の
人
が
民

生
委
員
・
児
童
委
員
に
な
り
ま
し
た
の

で
お
知
ら
せ
し
ま
す（
敬
称
略
）。

氏
名　

書
上　

謹
次

電
話　

☎（
43
）９
１
１
３

担
当
区
域　

香
日
向
４
丁
目

問
合
せ　

社
会
福
祉
課
☎（
42
）８
４
３

　

５
・
（
43
）５
６
０
０

税

制

改

正

に

よ

る

控

除

の

見

直

し

　

税
制
改
正
に
よ
り
、
配
偶
者
控
除
お

よ
び
配
偶
者
特
別
控
除
が
見
直
さ
れ
ま

し
た
。
こ
の
改
正
は
、
平
成
31
年
度
の

利
率　

無
利
子

返
還
期
限　

当
該
学
校
を
卒
業
後
５
年

　

以
内

返
還
方
法　

年
賦
ま
た
は
半
年
賦

申
込
み　

平
成
31
年
1
月
31
日（
木
）ま

　

で
に
申
請
用
紙（
総
務
課
で
配
布
）に

　

必
要
書
類
を
添
え
て
総
務
課
窓
口
へ

※
受
付
後
、
貸
付
可
否
を
審
査
し
ま
す
。

問
合
せ　

総
務
課　

内
線
６
２
６
・


　

（
43
）３
１
８
８

雨
水
貯
留
槽
設
置
費
等
補
助

対
象　

市
内
在
住
の
世
帯

補
助
額　

①
一
律
３
万
５
０
０
０
円
／

　

改
修
工
事
１
件　

②
購
入
費
の
１
／

　

２（
上
限
２
万
円
、
１
世
帯
あ
た
り

　

２
基
ま
で
）

要
件　

①
公
共
下
水
道
の
接
続
に
よ
り

　

不
用
と
な
っ
た
浄
化
槽
の
雨
水
貯
留

　

施
設
へ
の
転
用　

②
雨
水
貯
留
施
設

　

と
し
て
の
雨
水
利
用
関
連
商
品
の
購

　

入
・
利
用

問
合
せ　

道
路
河
川
課　

内
線
５
５
４
・

　

（
42
）９
１
１
５

結
婚
新
生
活
支
援
事
業

　

市
内
で
結
婚
生
活
を
ス
タ
ー
ト
す
る

新
婚
世
帯
に
対
し
、
住
居
費
や
引
越
費

用
な
ど
の
費
用
の
一
部
を
補
助
し
ま
す
。

▼
対
象
世
帯（
す
べ
て
の
項
目
に
該
当
）

・
平
成
30
年
３
月
１
日（
木
）か
ら
平
成

　

31
年
３
月
31
日（
日
）ま
で
に
婚
姻
届

　

を
提
出
し
受
理
さ
れ
た

と き　12月2日（日）午前10時～午後7時（雨天決行）
ところ　幸手市北 2丁目荒宿浅間神社境内（駐車場あり）
　　　　※なくなり次第終了

【酉の市のお知らせ】

・
補
助
対
象
と
な
る
住
宅
が
市
内
に
あ
る

・
夫
婦
の
合
計
所
得
が
３
４
０
万
円
未
満

・
婚
姻
時
に
お
い
て
、
夫
婦
の
合
計
年

　

齢
が
満
80
歳
未
満

・
過
去
に
こ
の
補
助
金
や
、
幸
手
市
し

　

あ
わ
せ
３
世
代
フ
ァ
ミ
リ
ー
定
住
支

　

援
事
業
補
助
金
の
交
付
を
受
け
て
い

　

な
い

・
ほ
か
の
公
的
機
関
に
よ
る
家
賃
補

　

助
を
受
け
て
い
な
い

▼
補
助
対
象

・
住
居
費（
①
ま
た
は
②
）

①
婚
姻
の
た
め
市
内
に
新
た
に
住
宅
を

　

取
得
し
た
費
用

②
婚
姻
の
た
め
市
内
に
新
た
に
住
宅
を

　

賃
借
し
た
費
用
で
賃
借
料
、
敷
金
、

　

礼
金（
保
証
金
こ
れ
に
類
す
る
費
用

　

を
含
む
）、
共
益
費
、
仲
介
手
数
料

・
引
越
費
用

　

婚
姻
に
伴
う
引
越
に
要
し
た
費
用

申
請
期
間　

平
成
31
年
３
月
末
日

※
土
曜
、
日
曜
、
祝
日
を
除
く
。

※
申
請
予
定
の
人
は
、
必
ず
事
前
に
ご

　

相
談
く
だ
さ
い
。

補
助
金
額　

上
限
24
万
円

問
合
せ　

政
策
課　

内
線
２
４
２
・


　

（
43
）３
７
８
３

11 月はいじめ撲滅強調月間
■よい子の電話教育相談（24 時間 365 日対応）

　18 歳以下の子ども専用（無料）　☎ #7
なやみゼロゼロ

300 、☎ 0120(
ハローさいのくに

86)3192

　保護者専用　☎ 048(
こ こ ろ お は な し

556)0874

　Ｅメール相談　soudan@spec.ed.jp

　いじめメール相談フォーム（QR コードから➡）

■ヤングテレホンコーナー（埼玉県警察少年サポートセンター）

　☎ 048(861)1152（月曜～土曜日／祝日・年末年始を除く午前 8

　時 30 分から～午後 5時 15 分）

■子どもスマイルネット　☎ 048(822)7007（毎日／祝日・年末

　年始を除く午前 10 時 30 分～午後 6時）

■埼玉いのちの電話　☎ 048(645)4343（24 時間 365 日対応）

■さいたまチャイルドライン

　18 歳以下の子ども専用（無料）　☎ 0120(99)7777（毎日／年末年

　始を除く午後 4時～ 9時）

■埼玉県こころの電話　☎ 048(723)1447（平日／土曜・日曜・祝日・

　年末年始を除く午前 9時～午後 5時）

■子どもの人権 110 番※さいたま地方法務局人権擁護課所管

　☎ 0120(007)110（月曜～金曜日／祝日・年末年始を除く午前 8

　時 30 分～午後 5時 15 分）

問合せ　埼玉県県民生活部青少年課☎ 048(830)2914

市
・
県
民
税
か
ら
適
用
さ
れ
ま
す
。
詳

し
く
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く

だ
さ
い
。

問
合
せ　

税
務
課　

内
線
１
３
３
・


　

（
43
）１
１
２
５

農
振
除
外
申
出
の
受
付

　

農
業
振
興
地
域
内
の
農
用
地
区
域
に

指
定
さ
れ
て
い
る
土
地
を
農
地
以
外
の

目
的
で
利
用
す
る
場
合
、
法
律
で
転
用

が
許
可
さ
れ
る
よ
う
な
場
合
に
限
り
、

農
用
地
区
域
か
ら
除
外
で
き
ま
す
。

期
間　

12
月
10
日（
月
）
～
21
日（
金
）

受
付　

農
業
振
興
課
窓
口

※
土
曜
・
日
曜
日
は
除
く

※
申
出
す
る
場
合
は
、
必
ず
事
前
に
ご

　

相
談
く
だ
さ
い
。

申
込
み
・
問
合
せ　

農
業
振
興
課　

内

　

線
５
３
２
・
（
43
）１
１
２
３

入
学
準
備
金
貸
付
制
度

対
象　

市
内
在
住
で
平
成
31
年
度
に
高

　

等
学
校
、
大
学
な
ど
に
入
学
す
る
生

　

徒
の
保
護
者
で
入
学
準
備
金
の
調
達

　

が
困
難
な
人（
連
帯
保
証
人
が
必
要
）

※
合
格
発
表
前
の
申
請
も
可
能
で
す
。

限
度
額　

25
万
円
以
内
／
高
等
学
校
、
高

　

等
専
門
学
校
、
専
修
学
校（
高
等
課

　

程
）

　

50
万
円
以
内
／
短
期
大
学
、
大
学
、

　

大
学
院
、
専
修
学
校（
専
門
課
程
）

※
専
修
学
校
は
、
正
規
の
修
業
年
限
が

　

２
年
以
上
。


